
ETC専用カード規定
第１条 （定義）　本規定における次の用語の意味は、以下の通りとします。　1.「ETC法人会員」とは、カード発行会社（以下「当社」という。）
および株式会社ジェーシービー（以下「JCB」といい、当社と総称して「両社」という。）所定の会員規約（一般法人用、大型法人用をいい、
以下総称して「会員規約」という。）に定める法人会員のうち、本規定および道路事業者（第6項に定めるものをいう。）が別途定めるETCシ
ステム利用規程（以下「ETCシステム利用規程」という。）を承認のうえ、本規定に定めるETCスルーカードNの利用を両社所定の方法によ
り申し込み、両社がこれを認めた方をいいます。　2.「ETCスルーカードN」（以下「本カード」という。）とは、道路事業者が運営するETC
システムにおいて利用される通行料金支払いのための機能を付した専用カードをいいます。　3.「本役職員」とは、ETC法人会員の役員、従
業員、使用人、契約社員、派遣労働者その他名称を問わずETC法人会員の業務に従事する者をいいます。　4.「ETCカード使用者」とは、本
役職員のうちETC法人会員に代わって本カードを使用する権限（以下「本代理権」という。）をETC法人会員から授与された者およびETC法
人会員の代表者（ETC法人会員が個人事業主である場合は個人事業主本人）をいいます。　5.「ETC会員」とは、ETC法人会員とETCカード
使用者を併せていいます。　6.「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、
阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、もしくは地方道路公社または都道府県市町村など道路整備特別措置法に基づく有料
道路管理者で、道路整備特別措置法に基づく有料道路管理者のうち両社がETCクレジットカード決済契約を締結した事業者をいいます。　
7.「ETCシステム」とは、道路事業者所定の料金所においてETC会員が本カードおよび車載器、ならびに道路事業者の路側システムを利用し
て通行料金の支払いを行うシステムをいいます。　8.「車載器」とは、ETC会員がETCシステム利用のために車輌に設置する通信を行うため
の装置をいいます。　9.「路側システム」とは、道路事業者所定の料金所のETC車線に設置され、ETC会員の車載器と無線により必要情報を
授受する装置をいいます。
第２条 （本カードの発行、貸与）　1.両社は、ETC法人会員に対し、ETCカード使用者に本カードを使用させるため、会員規約に基づき発行し
ているカードまたはカード情報とは別に、本カードを発行し、当社が貸与します。なお、本カードは、ETC法人会員の希望する枚数を限度に
両社が適当と認めた枚数発行されます。　2.本カードの所有権は当社にあり、ETC法人会員は善良なる管理者の注意をもって本カードを使用し、
管理しなければなりません。ETC法人会員は、自己の責任において、ETCカード使用者に本カードを使用させることができますが、本役職員
以外の者に対し、本カードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供を一切してはなりません。ETC法人会員は、自ら本規定を遵守するほか、善
良なる管理者の注意をもってETCカード使用者をして本規定を遵守させるものとします。　3.本役職員が本カードを使用した場合およびETC
法人会員が前2項に違反したことにより本カードが本役職員以外の第三者に使用された場合、それらの使用は全て本カード使用者による使用
とみなされます。ETC法人会員は、本カードを使用した本役職員に本代理権がないことおよび同役職員が本代理権を濫用したことを、両社に
主張することはできません。
第３条 （本カードの機能、利用方法）　1.ETC会員は、道路事業者所定の料金所において、本カードを挿入した車載器を介し路側システムと無
線により必要情報を授受することにより、有料道路の通行料金の支払いを行うことができるものとします。　2.ETC会員は、道路事業者所定
の料金所において、本カードを提示して有料道路の通行料金を支払うことができるものとします。　3.ETC会員は、道路事業者が別途定める
ETCマイレージサービス利用規約（以下「マイレージ規約」という。）に基づき、本カードをマイレージ規約に定める登録カードとしてユーザー
登録手続きを行うことにより、マイレージ規約で定めるETCマイレージサービス（以下「ETCマイレージサービス」という。）を利用するこ
とができます。
第４条 （本カードの有効期限）　1.本カードの有効期限は両社が指定するものとし、本カード上に表示された年月の末日までとします。　2.両
社は、本カードの有効期限までに会員規約に基づく退会または本規定の解約の申し出のないETC法人会員のうち、両社が引き続き適当と認め
る者に対し、両社が適当と認めた枚数の有効期限を更新した新たな本カードを発行します。
第５条 （本カードの年会費）　ETC法人会員は、当社所定の本カードにかかる年会費（本カードの枚数によって異なる。）を、会員規約に定め
る年会費とは別に、会員規約に定める年会費と同様の方法で支払うものとします。なお、本カードにかかる年会費は、本規定を解約、解除し
た場合でもお返ししません。
第６条 （本カード利用代金の支払い）　1.ETC法人会員は、ETC会員による本カード利用代金（第3条に定める本カードの利用に基づく代金を
いう。以下同じ。）を、会員規約に基づくショッピング利用代金と合算して、会員規約に定めるのと同様の方法で支払うものとします。なお、
会員規約に基づくカードの利用可能な金額の計算にあたり、本カードの利用金額は、会員規約に基づくショッピング利用代金の利用残高に合
算されます。　2.本カード利用代金の支払区分は、ショッピング1回払いとなります。ただし、会員規約に別途定めがある場合には、当該定
めによるものとします。　3.本カード利用代金は、道路事業者が作成した請求データに基づくものとし、ETC法人会員は、当社に対して当該
請求データに基づく金額を支払うものとします。万一、道路事業者作成の請求データに疑義がある場合は、ETC会員と道路事業者間で解決す
るものとし、ETC法人会員は当社に対する支払義務を免れないものとします。　4.第1項および第2項の規定にかかわらず、当社が、破産、
民事再生または会社更生の申立て等の理由により料金を徴収することが困難となった場合、道路事業者が自ら料金を徴収することがあります。
第７条 （ETCスルーカードNご利用代金明細書）　ETC法人会員は、会員規約に定める明細（本カードのご利用代金総額のみが記載され、その
各通行の記録およびご利用料金等が記載されていないものをいう。）とは別に、当社所定の時期に、本カードのご利用代金明細（本カードの各
通行の記録およびご利用料金等が記載されているものをいい、以下「ETCスルーカードNご利用代金明細」という。）を、Webサイトを利用
する方法、ETC法人会員の届け出住所へ郵送する方法その他当社所定の方法で提供が受けられます。なお、ETC法人会員は、Webサイトを利
用する方法を希望する場合には、当社所定の規定等に同意のうえ当社所定の方法に従い申し込み、これを利用するものとします。また、ETC
法人会員の届け出住所へETCスルーカードNご利用代金明細に係る書面（以下「ETCスルーカードNご利用代金明細書」という。）を郵送す
る方法を希望する場合には、当社所定の方法に従い申し込み、当社所定のETCスルーカードNご利用代金明細書発行費用を支払うものとします。
なお、すでにお支払済みのETCスルーカードNご利用代金明細書発行費用は、退会または会員資格を喪失した場合でもお返しいたしません。
第８条 （本カードの紛失・盗難等）　1.本カードの紛失・盗難等については、会員規約における「カードの紛失、盗難による責任の区分」に関
する規定が準用されます。ただし、本カードを車内に放置していた場合、紛失・盗難等について重大な過失があったものとみなします。　2.
前項の規定にかかわらず、ETC会員は、本カードの紛失・盗難等が発生した場合においては、自己の責任で道路事業者に対しETCマイレージサー
ビスの利用停止の申し出を行うものとします。なお、ETCマイレージサービスは、道路事業者が、ETCマイレージサービス利用規約に基づい
てETC会員に対して提供するサービスです。したがって、当該サービスにかかる権利関係は、ETC会員と道路事業者との間で解決するもので
あり、両社は、第三者の不正利用によるETCマイレージサービス利用などについて、一切の責任を負いません。
第９条 （本カードの再発行）　1.本カードの再発行については会員規約の定めを準用するものとし、ETC法人会員が、当社所定の再発行手数料
（本カードの枚数によって異なる。）を会員規約に定める再発行手数料と同様の方法で支払うものとします。ただし、ETC会員の責によらず、
本カード自体にETCシステムの利用の障害となる明らかな原因があると認められた場合は、この限りではありません。　2.前項に定めるほか、
本カードの会員番号が変更となった場合には、ETCマイレージサービスその他道路事業者が実施する登録型割引制度を利用するETC会員は、
自らの責任で、道路事業者所定の会員番号変更手続きを行うものとし、当該手続きが完了するまでの間、本カード利用がそれらの制度におけ
る割引の対象とならないことを予め承諾するものとします。両社は、会員が自ら当該手続を行わないために、本カードの利用が割引対象とな
らないことによりETC会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。
第１０条 （利用停止措置）　両社は、ETC会員が本規定もしくは会員規約に違反しまたはETC会員の本カードの使用状況が適当でないと判断
した場合、ETC会員に通知することなく本カードの利用停止の措置をとることができるものとします。両社は、当該利用停止の措置にかかる
道路上での事故に関し、これを解決しもしくは損害を賠償する等の責任を一切負わないものとします。
第１１条 （解約、解除等）　1.ETC法人会員は、両社所定の方法により本規定を解約することができます。　2.本規定は、次のいずれかに該当
する場合、(1)(2)においては当然に、(3)においては当社の通知により解除されます。　(1)ETC法人会員が会員規約に基づき退会し、または
会員資格を喪失した場合。　(2)両社が有効期限を更新した本カードを発行しないで、本カードの有効期限が経過したとき。　(3)ETC法人会



員が本規定もしくは会員規約に違反し、または本カードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合。　3.ETC法人会員が本規定を解約し、
または本規定を解除された場合、当該法人会員に貸与されていた全ての本カードに関する契約は当然に終了します。なお、ETC法人会員は、
本規定に基づく契約終了後に、ETC会員が本カードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。　4.前3項の場合、ETC法人会員は直
ちに、当該法人会員に貸与されていた全ての本カードを返還または本カードに切り込みを入れて破棄するものとし、全ての本カードの使用を
停止しなければならないものとします。ETC法人会員が本カードを当社に返還せず、かつ本カードに切り込みを入れて破棄しなかった状態に
おいて、他人が本カードを不正に使用した場合には、ETC法人会員に重大な過失があったものとみなし、会員規約（カードの紛失、盗難によ
る責任の区分）を準用し、そのカードの利用代金はETC法人会員の負担とします。
【個人情報の取り扱いに関する同意条項】
第１２条 （道路事業者への個人情報の提供）　ETC会員は、以下に定めるETC会員の情報を以下に定める目的で両社が道路事業者に対して通知、
提供する場合があることに同意するものとします。　(1)ETC会員が、ETCマイレージサービスのユーザー登録（本項において変更登録を含む。）
に際して本カードの会員番号を誤って登録した場合に、道路事業者が当該ETC法人会員のユーザー登録を有効に完了するため、両社がETC会
員に代わって道路事業者に対し、当該ETC会員の氏名および会員番号にかかる情報を通知すること。　(2)第6条第4項の場合において、道路
事業者が自ら料金を徴収するために、両社が道路事業者に対し、ETC会員の氏名、住所、電話番号その他ETC会員が両社に届け出た当該ETC
会員の連絡先に関する情報を提供すること。　(3)刑事訴訟法第197条第2項に基づく捜査関係事項照会その他各種法令に基づき公的機関・公
的団体等から提出を求められた場合の公的機関・公的団体等への提供。
第１３条 （免責）　1.両社は、ETC会員に対して、事由のいかんを問わず、道路上での事故および車載器に関する紛議に関し、これを解決しも
しくは損害を賠償する等の責任を一切負いません。　2.ETC会員は、車輌の運行に際し、車載器について定められた用法に従い、必ず本カー
ドの作動確認を行うものとします。作動に異常がある場合には、本カードの使用を中止し、直ちに当社に通知するものとします。　3.両社は、
本カードの毀損、変形、機能不良などに基づく、ETC会員の損失、不利益に関して一切の責任を負いません。　4.本カードに付帯して道路事
業者が提供するサービス等について疑義が生じたときは、ETC会員は道路事業者との間で当該疑義を解決するものとし、両社は、当該サービ
ス等に関わるETC会員の損失、不利益に関して一切の責任を負いません。
第１４条 （代表使用者等の責任）　ETC法人会員および会員規約（一般法人用）に定める代表使用者（以下「代表使用者」という。）は、本カー
ド利用代金その他本規定に基づきETC法人会員が負担する一切の債務について連帯して当該債務を負担するものとし（民法436条）、ETC法
人会員および代表使用者のいずれか一方に対する履行の請求は、請求を受けていない他の者に対しても、その効力を生じるものとします。また、
会員規約（一般法人用）に定める連帯保証人は、本カード利用代金その他本規定に基づきETC法人会員が負担する一切の債務について、ETC
法人会員と連帯して履行する義務を負うものとします。
第１５条 （本規定の改定）　本規定の改定は、会員規約（会員規約およびその改定）が準用されます。
第１６条 （適用関係等）　1.本規定は、ETC会員の本カード利用について適用されるものとし、本規定に定めのない事項については会員規約に
よるものとします。　2.本規定において特に定めのない用語については、会員規約におけるのと同様の意味を有するものとします。　3.ETC
システムを利用した道路の通行方法、車載器の利用方法その他の事項については、ETCシステム利用規程に定めるところによるものとします。
※本規定第1条第1項の「カード発行会社」は、会員の所属カード会社名に読み替えます。カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、
本規定の「当社」、「両社」、「当社またはJCB」は、「JCB」と読み替えます。
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